
20飛翔 2017年4月号

Ｑ
１　
中
小
企
業
の
設
備
投
資
を
支
援
す
る
税

制
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
す
か
？

Ａ　
４
つ
の
税
制
に
よ
っ
て
中
小
企
業
の
設
備

投
資
を
支
援
し
ま
す
（
図
１
）。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
は
、
一
定
の
設
備

を
取
得
し
た
場
合
に
、
取
得
価
額
の
30
％
の
特

別
償
却
ま
た
は
７
％
の
税
額
控
除
の
適
用
が
認

め
ら
れ
る
も
の
で
す
。

②
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
活
性
化
税
制
は
、
商
業
・

サ
ー
ビ
ス
業
者
が
、
商
工
会
議
所
を
は
じ
め
と

す
る
一
定
の
機
関
の
指
導
に
基
づ
い
て
、
器
具

備
品
や
建
物
付
属
設
備
を
取
得
し
た
場
合
に
、

取
得
価
額
の
30
％
の
特
別
償
却
ま
た
は
７
％
の

税
額
控
除
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
①
②
の
税
制
に
つ
い
て
は
平
成
30
年
度

末
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。

③
新
設
さ
れ
る
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
は
、

旧
モ
デ
ル
に
比
し
て
生
産
性
が
向
上
す
る
資
産

を
取
得
す
る
場
合
や
、
収
益
力
向
上
が
見
込
ま

れ
る
資
産
を
取
得
す
る
場
合
に
、
一
定
の
要
件

の
も
と
で
即
時
償
却
ま
た
は
７
％
・
10
％
の
税

額
控
除
が
適
用
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

対
象
と
な
る
設
備
は
機
械
・
装
置
や
ソ
フ
ト

ウ
エ
ア
の
ほ
か
、
今
回
の
改
正
で
器
具
備
品
や

建
物
付
属
設
備
が
対
象
に
追
加
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
サ
ー
ビ
ス
業
も
含
め
て
広
く
中
小
企
業
の

設
備
投
資
を
支
援
す
る
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
30
年
度
末
ま
で
適
用
さ
れ
ま
す
。

④
固
定
資
産
税
の
減
免
措
置
は
、
中
小
企
業
者

が
取
得
す
る
、
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
機
械
装

置
の
固
定
資
産
税
が
３
年
間
、
２
分
の
１
に
軽

減
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

今
回
の
改
正
で
、
対
象
と
な
る
資
産
に
、
商

店
や
飲
食
店
、
サ
ー
ビ
ス
業
で
利
用
さ
れ
る
器

具
備
品
や
建
物
付
属
設
備
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
③
④
の
税
制
は
、
経
営
力
向
上
計
画

を
作
成
し
て
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
２　

給
与
ア
ッ
プ
を
は
か
る
中
小
企
業
へ
の

支
援
策
が
強
化
さ
れ
る
と
聞
き
ま
し
た
。

Ａ　
現
在
、
給
与
ア
ッ
プ
を
行
う
企
業
へ
の
支

援
策
と
し
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
給
与
増

加
額
に
つ
い
て
は
、
10
％
の
税
額
控
除
が
適
用

で
き
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
で
、
前
年
度
比
２
％
以
上
の

給
与
ア
ッ
プ
を
行
っ
た
中
小
企
業
は
、
現
行
の

10
％
の
税
額
控
除
に
加
え
て
、
前
年
度
か
ら
の

給
与
増
加
額
に
つ
き
、
22
％
の
税
額
控
除
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
給
与

ア
ッ
プ
に
伴
う
社
会
保

険
料
負
担
を
上
回
る
控

除
率
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
（
図
２
）。

Ｑ
３　

非
上
場
株
式
の

評
価
方
式
が
見
直
さ
れ

る
そ
う
で
す
が
、
ど
の

よ
う
な
改
正
と
な
る
の

で
す
か
？

Ａ　

非
上
場
株
式
の

評
価
方
法
の
う
ち
、
類

似
業
種
比
準
方
式
に
つ

い
て
、
上
場
会
社
の
急

激
な
株
価
上
昇
等
の
影

響
が
中
小
企
業
の
株
価

に
過
度
に
反
映
さ
れ
な

い
よ
う
に
、
評
価
方
法

が
見
直
さ
れ
ま
す
（
図

３
）。
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1/2減免
（3年間）

機械装置
※1 資本金3,000万円以下の法人に適用、※2 一部地域で業種制限有り

器具設備 建物附属設備ソフトウエア等

即時償却
or

税額控除7％、10％※1
生産性1％以上向上

or
投資利益率5％以上の設備

30％特別償却
or

税額控除7％※1

中小企業等経営強化法の認定が必要

①［延長］
中小企業投資促進税制
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